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防災公共施設

１．密集市街地の防災機能を向上させるための特定防災街区整備地区制度の創設※１

※間口率の最低限
度及び高さの最低
限度は、防災公共
施設周辺でのみ定
める。

２．老朽建築物を防災機能を備えた建築物に更新する防災街区整備事業の創設※２
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３．防災公共施設等の整備促進のための制度の充実

防災性能を備えた建築物

（特定防災街区整備地区
　による規制・誘導）
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